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令和５年度　行政評価表
担当課 土木課

今年度の
施策達成度

章名 第４章_キラキラ光る_ずっと住み続けたいまち A
施策が既に完了した。見直しや改善を行い最善に近い。（進捗率71～100％）

施策の見直し、改善等の検討余地がある。（進捗率31～70％）

施策を検討したが効果が上がらない。遅れている。未実施。（進捗率0～30％）節名 第２節_緑の快適空間づくり

施策名 ３-水辺の保全活用

ま
ち
づ
く
り
目
標
値

目指す姿

　緑豊かな住環境の中で身近に水と緑とふれあうことができる、自然環
境に配慮したまちづくりが進められています。

目標（令和6年度）

施
策
の
内
容

行政評価表（事業評価一覧）
合計

172,800 3,7680

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

205,394 201,926

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

25,358

一般財源

・雨水排水対策として、北部第1調整池、栄大排水路、西浦排水路浚渫工事を行い、底面に堆積
した土砂等を撤去し、治水機能を図った。
・排水路維持管理については、側溝の清掃、除草を行い、生活環境の向上に努めた。
・浸水被害の軽減、解消を図るため、埼玉県に綾瀬川・原市沼調節地の早期整備の要望活動を
実施した。

施策を取り巻く
環境の変化に
ついて

・近年の台風、集中豪雨による記録的な大雨の発生の増加に伴い、雨水対策の要望が増加
している。

施策達成度
の理由
（施策に対する
今年度の実績
及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

・安心・安全な生活環境及び良好な衛生環境について、関心が高まり、側溝清掃、除草、水
路清掃などの要望が増加している。

・排水施設の改修や水路清掃及び第１調整池浚渫工事を行い、土砂等の撤去を実施し浸水
被害の軽減に努めた。また、土のうステーションの維持管理を適正に実施したことにより、浸
水被害の軽減ができ、住民の生活環境及び衛生環境が向上した。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

・側溝清掃などの清掃個所は、住民からの要望が増加しているため、計画的な清掃等が必
要である。

施
策
実
現
の
た
め
の
課
題

令和5年度実績

● 高齢化に伴い公園の利用者も子どもより高齢者が多くなってきていることから、設備につ
いても健康遊具などの大人向けのものを検討します。
● 台風や豪雨等の影響による、公園の土埃や土砂流出の対策を検討します。
●「 緑のトラスト保全地」の浸透には住民の理解が必要であることから、桜並木の保全等の
施策を進めます。
● 綾瀬川は一級河川のため、県との調整を図りながら、住民との協働による美化活動に努
めます。
● 民有地の放置林が増加していることから、適切な樹木の管理を研究します。
● 樹林地内の倒木・枯木の増加について、有効な管理保全方法を研究していきます。
● 綾瀬川については、良好な自然環境や生態系を考慮し、改修・維持管理を推進するとと
もに、景観に配慮した水辺環境の創出や大雨による浸水被害軽減のために必要な治水対
策を河川管理者である県に対し継続的に要望します。
● 町民に潤いを与える水辺空間の創出に取組みます。

指標名

今後に向けた
課題・方向性

(3)

令和4年度実績

(1)

(2)

伊奈町河川・下水道事業調整協議会において、埼玉県と町が連携し協力することで事業間の調
整を円滑に推進するとともに、また広域的な連携により計画的かつ効率的に事業を進めていく。
・協議会開催　毎年１回
・内容　 同協議会要綱第２条に規定する事項
・構成　埼玉県（河川砂防課、総合治水事務所、北本県土整備事務所、下水道事業課）
　　　　　町     （上下水道課、危機管理課、土木課）

・近年の台風やゲリラ豪雨による浸水対策として、道排水路等の町内パトロールの実施
や排水機能を改修し、安心・安全な生活が送れるよう総合的な治水排水対策を実施す
る。
・側溝清掃、水路清掃や除草作業を実施し、生活環境の向上を図る。
・原市沼川の維持管理は、上尾市と協力して改修、維持管理を推進する。
・老朽化した排水施設の更新整備を継続的に進めることで、治水対策の向上を図る。
・埼玉県と町が連携して河川及び下水道の整備を効率的に実施する。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績








